
国民健康保険事業

実質収支に関する調書

金　額　(円)

3,480,216,146

3,360,612,025

119,604,121

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

計 0

119,604,121

0

介護保険事業

実質収支に関する調書

金　額　(円)

2,712,915,787

2,632,838,518

80,077,269

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

計 0

80,077,269

0

介護サービス事業

実質収支に関する調書

金　額　(円)

8,845,820

8,726,000

119,820

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

計 0

119,820

0

歳 入 歳 出 差 引 額

藍住町 特別会計 令和２年度決算

区　　　分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

翌年度へ繰越すべき財源

実 質 収 支 額

実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

区　　　分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

翌年度へ繰越すべき財源

実 質 収 支 額

実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

区　　　分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

翌年度へ繰越すべき財源

実 質 収 支 額

実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額



後期高齢者医療事業

実質収支に関する調書

金　額　(円)

396,656,610

384,591,262

12,065,348

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

計 0

12,065,348

0

水道事業

実質収支に関する調書

金額(円・税抜)

558,535,520

454,789,555

103,745,965

161,186,920

397,882,922

▲ 236,696,002

35,336人

11,841戸

4,995,709t

88.1%

下水道事業

実質収支に関する調書

金額(円・税抜)

294,999,118

228,990,696

66,008,422

162,995,000

220,510,190

▲ 57,515,190

4,150人

2,197人

52.9%

338,844㎥

処 理 区 域 内 人 口

処 理 区 域 内 水 洗 化 人 口

水 洗 化 率

年 間 有 収 水 量

資 本 的 収 支 差 引

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

翌年度へ繰越すべき財源

実 質 収 支 額

実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

区　　　分

水 道 事 業 収 益

水 道 事 業 費 用

収 益 的 収 支 差 引

資 本 的 収 入

歳 入 総 額

区　　　分

資 本 的 支 出

区　　　分

下 水 道 事 業 収 益

下 水 道 事 業 費 用

収 益 的 収 支 差 引

資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、当年度分損益勘定留保資金等で

全額補填しました。

年 度 末 給 水 人 口

年 度 末 給 水 戸 数

年 間 総 配 水 量

有 収 率

資 本 的 収 入

資 本 的 支 出

資 本 的 収 支 差 引

資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、当年度分損益勘定留保資金等で

全額補填しました。


